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ドイツ特許法第１３９ 条第１項の改正
～差止請求～

2023年5月25日

弁理士 山本貴士(名古屋事務所所属)

第１３９条第１項 第９条から第１３条に違反して特許発明を実施した者は、侵害者による侵害行為が繰り返されるおそれがある場合、差止
めを請求され得る。その請求は、侵害が初回であっても認められる。差止めの請求は、その主張が、個々の事案の特段の
事情及び信義則に基づき、侵害者若しくは第三者にとって衡平を欠き、排他権により正当とは認められない損害をもたら
す限りにおいて、制限される。この場合、侵害された者に合理的な金銭的補填を与える。第２項の損害賠償請求はこれに
より影響を受けない。

■ 改正内容 （改正によって赤字部分が追加された）

 2021年8月18日、ドイツ特許法改正により第１３９条第１項に第３文が追加された。

 「熱交換器事件」(ドイツ特許19654370号)のドイツ連邦最高裁判決が契機。

 今後は、個々の事案に応じて、差止請求が制限されうる。
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